
 

 

 ２０１６春季生活闘争 取り組み方針（案） 2016年２月26日現在 

 
共 
 

闘 
 

産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支え」

「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの

「最低到達水準」「到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組

織が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

金 

属 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

自動車総連 
 
方針決定日 
１月14日 

〔取り組みの意義〕 
・2014年、2015年の取り組み
を通じて、「経済好循環の実
現」、すなわち持続的な経
済成長と整合ある賃金引上
げの実現と自動車総連全体
の底上げ・格差是正に向
け、自動車総連は歩みを進
めてきた。 

・一方で、日本経済は真にデ
フレ脱却を果たしたとは言え
ない状況であり、また業種
間、企業規模間で見た賃金
改善の獲得状況は格差拡
大の傾向にあることから、今
後もこの歩みを着実に進め
ていくことが必要である。 

・自動車産業は、消費税増税
後の反動減からの回復の遅
れや、軽自動車税の増税等
により足元では国内生産・
販売ともに2015年初から前
年割れが続く厳しい環境に
置かれている。 

・しかしながら、組合員はこの
ような厳しい状況下におい
ても、日々課題を乗り越える 
べく懸命に取り組み、労働
の質を高め続けている。 

・このような一人ひとりの不断
の取り組みこそが、国内事
業基盤を強固なものとし、ひ
いては将来にわたって生活
の安定・安心を確保していく
との認識の下、2016年は自
動車総連全体が結集し、一
体感ある取り組みを進めるこ
とで、全体の底上げを図っ
ていく。 

・その実現に向けては、非正
規労働者の取り組みや企業
内最低賃金の取り組みを含
めた、全体の底上げへとつ
ながり得る「労働条件の改
善」はもとより、企業規模や
業種によらず組合員の日々
の活動が着実に付加価値を
生み出し競争力の再生産を
可能とする「現場力の底上
げ」についても、2016年総合
生活改善の取り組み期間に
おいて着手し、同時並行的
に取り組み着実な前進を目
指していく。 

・こうした取り組みが、経済好
循環並びに持続可能な産
業基盤の確立につながって
いくとの確信の下、自動車
総連全体がスクラムを組み、
自らの将来を切り拓く取り組
みを進めていく。 
 

【平均賃金要求】 
・すべての単組は、目指すべ
き経済の実現、物価動向、
生産性向上の成果配分、産
業実態、賃金実態を踏まえ
た格差・体系の是正など様
々 な 観 点 を 総 合 勘 案 し 、
3,000円以上の賃金改善分
を設定する。 
なお、直接雇用の非正規労
働者の賃金についても、原
則として、賃金改善分を設定
する。 

【個別ポイント絶対水準要求】 
・技能職中堅労働者(中堅技
能職)の現行水準を維持し、
水準向上や格差・体系是正
に向け、各組合の判断により
賃金改善分を設定する。 

＜技能職中堅労働者(中堅技
能職)＊1銘柄の目指すべき
水準＞ 

・賃金センサスプレミア    
370,000円 

・自動車産業プレミア 
  292,000円 

・自動車産業目標 
272,000円 

・自動車産業スタンダード 
248,000円 

・自動車産業ミニマム 
240,000円 

〔1〕各労連の計画的な運動
の推進を基として、全ての
未締結単組は新規締結に
必ず取り組む。 

〔2〕既に締結している単組
は、着実に取り組みの前
進を図る。 

① 要求基準に未達の場合
は、締結額の引上げを図
る。 

【企業別別最低賃金】 
 ＜要求基準＞ 
・18歳の最低賃金要求は、

158,000円以上とする。 
・基準未達成の組合は、基

準額以上での協定化を目
指す。 

・基準達成の組合は、｢特定
(産業別)最低賃金｣の金
額改正も念頭に上積みを
図り、高卒初任給に準拠
した水準での協定化を目
指す。 

②正規従業員のみを対象と
した協定を締結している
単組は、非正規労働者へ
の締結対象の拡大を目指
し、組織化した非正規労
働者への拡大など、各単
組の実態を踏まえて取り
組む。 

【年齢別最低賃金】 
 ＜取り組み基準＞ 
○20歳 159,000円 

25歳 178,500円 
30歳 212,000円 
35歳 235,000円 
40歳 253,500円 
45歳 262,500円 

①年間5ヵ月を基準とし、最低
でも昨年獲得実績以上と
する。 

②要求の基礎は、賃金引上
げ後の基準内賃金とする。

③最低保障制度を確立する
こととし、水準については
40％以上とする。 

 

●総合的な労働条件改善を
求める取り組み 

(1)社員登用制度の促進 
・直接、間接非正規労働者
に限らず、人材確保という
観点からも正社員登用制
度のより積極的な促進を労
使協議の場で求めていく。

・また、正社員登用人数の実
績確認を定期的に行って
いく。 

(2)能力開発・スキルアップ制
度の充実 

・直接、間接非正規労働者
に限らず、能力向上やスキ
ルアップなど生産性向上に
つながる施策を労使協議
で求めていく。併せて実施
の把握とフォローを行って
いく。 

(3)労組への定期的な報告
体制の構築 

・経営に対し、非正規労働者
の動向・採用（活用）計画を
正確に把握させ、人員計画
や在籍状況を定期的に組
合へ報告する体制を構築
することを求める。 

・非正規労働者の個々の就
労状況に対する取り組みと
しては、①誰が、②どこに
③いつまで、④どのような
処遇で働いているのか現
状を把握できるよう仕組み
を構築する。 

(4)非正規労働者の過度な
拡大につながらない取り
組み 

・非正規労働者比率につい
ては、職種や職場の状況な
どによって異なり、一概に
は判断できないが、職場の
実態を踏まえた労使協議を
重ねることにより、個別労使
または事業場労使でその
上限比率について一定の
ガイドライン作りに向けた取
り組みを行う。また、派遣労
働者については「臨時的・
一時的な雇用である」という
原則を労使で確認するとと
もに、必要以上の拡大は認
めないというスタンスを堅持
する。 

 

【賃金、一時金の取り組み】
・職場全体のチームワーク
で生み出した成果は職場
全員で共有化することが
基本との考え方を踏まえ、
成果の適正配分を求めて
いく。 

＜直接雇用の非正規労働
者＞ 

・直接雇用の非正規労働者
については、原則として、
賃金改善分を設定する。
なお、賃金改善分につい
ては、平均賃金要求基準
を踏まえ、時給20円を目
安とし、各単組における労
務構成や配分決定のあり
方などを考慮して決定す
る。また、一時金が設定さ
れ て い る 場 合 に つ い て
は、正規従業員に準じた
取り組みを行う。 

＜間接雇用の非正規労働
者＞ 

・自動車総連・各労連及び
各単組は、別に定める労
働者派遣法改正への対応
方針に基づき、より一層の
関与・対応力を高める取り
組みを進めると同時に、各
関係団体及び個別企業の
経営者に対して処遇改善
の必要性についても訴え
ていくことで、労働組合と
しての社会的役割を果た
していく。 

【企業内最低賃金協定の取
り組み】 

(1)各労連の計画的な運動
の推進を基として、全て
の未締結単組は必ず新
規締結に取り組む。 

(2)既に締結している単組
は、着実に取り組みの前
進を図る。 

ⅰ： 要求基準に未達の場
合は、締結額の引上げを
図る。 

ⅱ：正規従業員のみを対象
とした協定を締結してい
る単組は、非正規労働者
への締結対象の拡大を
目指し、組織化した非正
規労働者への拡大など、
各単組の実態を踏まえて
取り組む。 

 
 

・労働諸条件の取り組みとして推
進していく。 

 

【総実労働時間の短縮】 
・全単組が年間540時間以下
となるよう36協定の年間特
別延長時間の引き下げに
計画的に取り組む。 

・但し、36協定の年間特別延
長時間が720時間を超えて
いる単組については、過労
死防止の観点から年間720
時間以下で締結を行うべく
取り組む。なお、直近の締
結でそこに至らない場合に
おいても、年間720時間以
下とする時期を明確に設定
する。 

・所定労働時間1,952時間未
達組合は、引き続きその達
成に向けて全力で取り組
む。 

・年次有給休暇の完全取得
に向けた取り組みを推進す
る。 

・改正労働基準法において、
中小企業に対して適用猶
予とされている月間60時間
超の割増率引き上げ等に
ついても取り組みを進める。 

・労働時間に関する労使協
議の場の設置など、取り組
みの基盤整備を推進する。 

・労働諸条件の取り
組みとして推進し
ていく。 

 2016 年 2 月
末日まで 
・ 拡 大 戦 術
会 議 登 録
組合（12組
合 ） は 2 月
17日（水）を
統 一 要 求
日とする。

・車体・部品
部門におい
ては、拡大
戦 術 会 議
登 録 組 合
の 要 求 提
出後1週間
以 内 （ 2 月
24日（水））
までに要求
書提出を完
了する 

3月16日を
予定 

        

金属共闘連絡会議 
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産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支え」

「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの

「最低到達水準」「到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組

織が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

金 

属 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

電 機 連 合 
 
方針決定日 
１月28・29
日 

「賃金体系の維持」を行うとと
もに、「水準改善額」を確保
し、さらに、産業内格差改善
の要素を加味した取り組みを
行い、格差改善に努める。  
■格差改善 
①賃金制度・体系の確立や

改定に向けた労使による
協議の場の設置。 

②個別賃金水準と格差の実
態を把握・分析し、具体的
要求を行う。 

③各基幹労働者賃金要求に
示す「政策指標」の達成や
独自に目標とする水準へ
の到達をめざした取り組み
を積極的に行う。 

④年齢別最低賃金や「技能
職群（35歳相当）ミニマム
基準」の確保による賃金の
底支え。 

■賃金水準の是正 
個別賃金水準の明らかな低
下傾向が認められる場合は、
賃金水準是正のための取り
組みを積極的に推進する。 
 

【統一要求基準】 
開発・設計職基幹労働者賃金
（基本賃金）〔スキル・能力基
準：『レベル４』30歳相当〕 
①賃金要求について 

水準改善額（引上額）3,000
円以上 

＊登録した現行個別賃金水
準の改善〔登録した現行水
準（要求ベース）の水準改
善〕を行う。 

 
【統一目標基準】 
製品組立職基幹労働者賃金
（基本賃金）〔スキル・能力基
準：『レベル４』35歳相当〕 
①賃金要求について 

「開発・設計職基幹労働者
賃金」の水準改善額に見
合った額 

＊登録した現行個別賃金水
準の改善〔登録した現行水
準（要求ベース）の水準改
善〕を行う。 

【統一要求基準】 
産業別最低賃金（18歳見合
い） 
① 18 歳 見 合 い 水 準 と し て

160,500円に改善する。 
（＊現行水準に対して2,000
円 の 引 き 上げ を 念 頭 に 設
定） 
②上記水準を18歳以上のす

べての労働者への適用を
原則に企業内最低賃金と
して協定の締結をする。 

【統一目標基準】 
①25 歳 最 低 賃 金 （ 基 本 賃

金）：水準改善(179,500円
以上)  

(現行水準に対し2,000円の
引き上げを念頭に設定。) 
産業別最低賃金（18歳見合
い）と25歳最低賃金を直線
で結ぶ。 
②40 歳 最 低 賃 金 （ 基 本 賃

金）：水準改善 (226,500
円以上) 
(現行水準に対し2,000円
の 引 き 上 げ を 念 頭 に 設
定。) 

③高卒初任 給：水準改 善 
(161,500円以上)  
（現行水準に対し1,500円
の 引 き 上 げ を 念 頭 に 設
定。） 

④大卒初任 給：水準改 善 
（211,000円以上)  
（現行水準に対し2,000円
の 引 き 上 げ を 念 頭 に 設
定。） 

⑤技能職群（35歳相当）ミニ
マム基準 210,000円とす
る 

 
 

【統一要求基準】 
①「夏冬型年間協定方式」を

基本。賃金所得の一部とし
ての〔安定的確保要素〕と
企業業績による〔成果配分
要素〕を総合的に勘案し、
平均で年間５ヵ月分を中心
とする。 

②「産別ミニマム基準」は、年
間４ヵ月分とする。 

 

■非正規労働者の賃金などの処遇改善の取
り組み 

(1)パートタイマー、有期契約労働者など直接
雇用の非正規労働者 

産業別最低賃金（18歳見合い）を保障する措
置をとることとし、産業別最低賃金(18歳見合
い)や年齢別最低賃金協定の締結を図る。こ
れを法定「電気機械器具製造業関係最低賃
金」の金額改正の取り組みに連動させること
により、非正規労働者を含む電機労働者全体
の賃金の底上げと公正な処遇の確立の取り
組みを推進。 
 
(2)派遣・請負労働者など間接雇用の非正規

労働者 
受け入れにあたっては、「派遣・請負労働者
の受け入れに関わる労使協議の徹底」の取り
組みにおいて、改正最低賃金法についての
周知を図るなかで、法定産業別最低賃金を
保障する等、法令順守の状況について確認
する。派遣・請負労働者の処遇は、派遣・請
負の契約価格が大きく影響する。従って、均
衡・均等処遇の実現の観点から、公正な企業
間取引がなされるよう要請をする。 
 
■非正規労働者の労使協議等に関する取り

組み 
(1)派遣・請負労働者に関する取り組み【統一

推進項目】 
a）未達成組合における①労使協議の場の設

置、②既設の委員会の付議事項とすること
のいずれかへの取り組み 

b）法令遵守、派遣・請負労働者の雇用の安
定化や均等・均衡処遇の実現をめざす観
点からの労使協議の徹底 

(2)有期契約労働者に関する取り組み【統一
推進項目】 

a) 労働契約法に基づく無期雇用転換権につ
いて、法の趣旨に従った運用が行われてい
るかの確認。反復更新により無期労働契約
と実質的に異ならない状態の労働者につ
いては、５年を待たずに無期転換とするよう
労使協議で働きかける 

b) 有期契約労働者の労働条件について、期
間の定めのない労働者との相違の有無や
相違の合理性について点検、合理性がな
いと判断される場合には、労使協議におい
て是正を働きかける 

(3)パートタイム労働者に関する取り組み【統
一推進項目】 

a) 正な待遇の確保をめざす観点からのパー
トタイム労働者の待遇の点検と必要な待遇
の改善 

b) 入れ時の事業主による説明義務の実施
等、パートタイム労働者の納得性を高める
ための措置の有無の点検と必要な対策の
実施 

 

■男女の機会均等と
均等処遇の確立に
ついて 

雇用や人事処遇のす
べてにおいて機会均
等の精神を貫き、労
働意欲や能力発揮に
適正な対応ができる
制度の確立と運用を
行う。 
 
■ポジティブ・アクショ
ンの推進【統一目標
基準】 
a）すべての事業主に

おける事業主行動
計画の策定 

b）策定にあたっての
労使協議の実施。
ポジティブ・アクショ
ンを一層推進する
観点からの情報開
示と意見反映の実
施 

 

■総実労働時間の短縮【統一目標基準】 
(ｱ)適正な総実労働時間を実現していく取り組み 
①時間管理の適正化 
a)出退勤管理や時間外労働・休日・深夜労働など
を含めた労働時間の把握方法および管理方法に
ついての労使協議の実施、労使確認 

b)すでに労使確認書などがある場合は、内容の再
確認と運用の適正化 

②年休取得の推進 
a)労使協議または労使委員会における、年休取得
促進についての協議、そのための仕組み作りや
年間取得目標の共有等の実施 

③働き方改革につながる労使協議の推進 
a)各職場の課題・改善点などの協議、働き方改革
につながる効果的な施策や業務の計画・要員配
置・配分・進め方の見直しなどの積極的推進 

(ｲ)過労死等を防止し、健康を守る取り組み 
①36協定特別条項上限時間の見直し 
a)電機連合の政策指標に基づき、それを超える組
合については積極的に限度時間の引き下げの取
り組む 

②年休取得の底上げ 
a）労使協議または労使委員会における年休取得
促進についての協議、年休取得の底上げに効果
的な施策の導入・実施に取り組む 

③勤務間における休息時間の確保 
a）電機連合の政策指標に基づき、勤務間インター

バル制度の導入や深夜労働時間規制等による
必要な休息時間の確保 

④長時間労働者における医師の面接指導徹底 
a）過重労働防止基準である「1ヵ月の時間外労働

100時間、または２～６ヵ月の時間外労働月平均
80時間」を超える者に対する医師の面接指導の
実施。裁量労働適用者に対する裁量労働時間非
適用者に準じた医師面接指導の実施、月45時間
を超える時間外労働があった場合の面接指導、
産業医への情報提供と助言指導等の措置の推進 

■仕事と介護の両立支援【統一目標基準】 
電機連合の政策指標項目をはじめとした仕事と
介護の両立支援に向けた職場環境の整備に取
り組む。 

①政策指標項目への取り組み 
a)介護休職、b)介護短時間勤務、c)所定外労働
の免除、d）所定外労働の制限、e）深夜労働の
制限、f）介護休暇、g）介護のための再雇用制度 

②柔軟な勤務制度の整備 
a）介護休暇の半日・時間単位取得の導入、b）年
休の半日、時間単位取得の導入、c）短日勤務、
d）フレックス勤務、e）在宅勤務等の導入 

③両立しやすい環境整備 
a)仕事と介護の両立支援に資する労使協議の
実施、b)介護に関わる不利益取扱禁止等の周
知と徹底、c)相談窓口の整備と確認 

■仕事と育児の両立支援 
すべての労働者の労働者について仕事と育児
の両立がしやすい環境づくりに取り組む。 

①政策指標項目への取り組み【到達項目】 
a）育児休職、b)育児短時間勤務、c）所定外労働の

免除、d）時間外労働の制限、e）深夜労働の制
限、f)子ども看護休暇、g）家族看護休暇、h)育児
のための再雇用制度 

②柔軟な勤務制度の整備【統一推進項目】   
a）子ども看護・家族看護休暇の半日・時間単位取

得の導入、b）年休の半日、時間単位取得の導
入、c）短日勤務、d）フレックス勤務、e）在宅勤務
等の導入 

③両立しやすい環境整備【統一目標基準】 
a）仕事と育児の両立支援に資する労使協議の実

施、b）妊娠・出産・育児に関わる不利益取扱い
禁止およびマタニティハラスメント・パタニティハラ
スメントの未然防止等の周知と徹底、c）相談窓口
の整備と確認 

■障がい者に関
する取り組み
【統一推進項
目】 

「改正障害者雇
用促進法」を踏
まえ、障がい者
がいきいきと働
ける職場環境を
つくる観点から、
労 使 協 議 を 行
い、労働協約・
就 業 規 則 の 点
検 及 び 合 理 的
配慮の実施・整
備状況、相談窓
口の設置等につ
いて確認し、課
題がある場合に
は是正に取り組
む。 
■ 法 改 正 へ の

対応について 
法改正の内容に
ついて、必要な
対応を行う。 
①祝日法（山の

日 ） 、 ② 労 働
安 全 衛 生 法
（ ス ト レ ス
チェックの 導
入 ） 、 ③ 特 許
法、④若者雇
用促進法 

■ 労 働 協 約 の
締 結 【 到 達 項
目】 
① 労 働 協 約 未

締 結 組 合 は
締結を図る。
包 括 的 労 働
協約となって
い な い 組 合
は、包括的労
働協約を締結
する 

②協定期間は2
年間とする 

■時間外割増率【統一目標基準】
①積算方法：所定労働日（平日）の

所定労働時間を超える労働時間
と所定休日および法定休日の労
働時間を時間外労働とし、積算
方法については、時間外労働時
間を発生順に積算することとす
る。 

②時間外割増率：時間外労働時間
の割増率が平日「30%以上」、休
日「45%以上」深夜「30%以上」に
達していない組合はこの基準に
向けた引上げに取り組む。 

③猶予措置への対応：企業規模に
関係なく統一して時間外割増率
の改善に取り組む。 

■退職金【統一目標基準】 
2010年闘争より「統一目標基準」と
して取り組みを行うこととし、加えて、
退職金水準が低位にある加盟組合
の底支えと格差改善の観点から、
「最低到達基準」を設定し、引き続
き取り組みを行う。 
(1)統一目標基準 
①技能職55歳・勤続35年以上 

1,900万円 
②技能職60歳・勤続40年以上 

2,000万円 
(2)最低到達基準 
①技能職55歳・勤続35年以上 

1,200万円 
②技能職60歳・勤続40年以上 

1,500万円 
■エイジフリー社会を展望した、高

齢者に関する取り組み【統一目
標基準】 

①エイジフリー社会を展望した雇用
システムの構築を念頭に60歳以
降の高年齢者の雇用の安定とやり
がい・働きがいを感じられる労働
条件の実現の観点から、労使協
議による現状と課題の把握、課題
がある場合には改善に取り組む。

②希望者全員を対象とした雇用延
長の実現（賃金関係）を図る。賃金
水準は、産業別最低賃金（18歳見
合い）を上回る水準を確保し、均等
・均衡処遇の実現の観点に立ち、
さらに改善を図る。雇用継続後の
処遇は、当該高年齢者の就業の実
態、生活の安定等を考慮し、適切
なものとなるよう努める。 

■労働災害・通勤途上災害補償に
対する企業付加の引き上げ【到
達項目】 

①「業務上災害補償企業付加」の
遺族給付付加および障害等級１
～３級：3,400万円以上 

②「通勤途上災害補償企業付加」
は、「業務上災害補償企業付加」
と同額を基本とし、「最低でも労
働災害の5割」とする考えに基づ
き、遺族給付付加および障害等
級1～3級については1,700万円
以上 

③直接雇用の非正規労働者につい
ても、正規労働者と同等の補償と
なるよう努める。 

■組織化の推進に関する取り組み
【統一推進項目】 

①パート・有期契約社員などの組合
員化 

②組合員範囲の見直し（部下なし
管理職等の組合員化） 

2月18日 3月16日
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基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支え」

「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの

「最低到達水準」「到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組

織が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

金 

属 

共 
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会 

議 
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方針決定日 
１月15日 

1.日本経済の基本的な問題点は、長年に亘っ
て、企業の上げた利益が賃上げや投資に回
らず、経済の適正な循環が疎外されてきた
ことにある。デフレ脱却と経済の好循環実現
に向けて、引き続き賃金の底上げ・底支えの
取り組みが必要である。 

(1)過去２年にわたり、多くの単組で賃金の底
上げ（ベアまたは是正）が獲得されている。
JAM全体として、2014年を起点として、一つ
でも多くの単組が賃金の底上げを実現して
いくことを目指す。 

(2)特に人材の採用難が予想される中堅・中小
企業では、人材確保・育成への対応に向け
て、格差是正を視野に入れた中期的な賃金
政策の検討と確立が求められている。 

(3)「大手追従・大手準拠などの構造を転換す
る運動」（連合方針）の追求、「企業間の付
加価値の適正配分、適正取引の確立とバ
リューチェーンにおける「付加価値の適正循
環」構築」（ＪＣＭ方針）に向けて、連合・ＪＣＭ
と連携して取り組む。 

2.すべての単組は、賃金の引き上げに向けた
要求提出に取り組む。要求の組み立てに当
たっては、個別賃金要求方式の考え方を重
視する。 

(1)企業を超えた賃金の底上げ・底支えの実現
に向けて、連合方針を踏まえた要求を行う。 

(2)現下の雇用情勢を踏まえ、人材の確保・育
成に向けた賃金政策を念頭に置き、賃金制
度が未整備の単組においては、現行賃金
カーブ（「一人前労働者」の賃金カーブ）の
水準を明確にした上で、格差是正（企業内
の是正と企業間の格差是正）を目指す個別
賃金要求方式の取り組みを追求する。 

(3)すべての単組で、30歳または35歳の一人前
労働者あるいは標準労働者の賃金水準開
示を目指す。 

3．地域別最低賃金の引き上げと特定最低賃
金のあるべき姿を踏まえて、全単組で、ま
ず、高卒初任者賃金を目安とする18歳以上
企業内最低賃金協定、次いで一人前労働
者の賃金カーブに連動する年齢別最低賃
金の締結と水準の引き上げを目指す。 

4．一時金は、企業業績の回復もあって、総じ
て回復の動きにあるが、回復の程度におい
て大企業と中小企業の格差が広がってい
る。年間生計費の維持・回復を重視する観
点から取り組みを強化する。 

5．2015年労働協約取り組み方針に則り、各種
労働条件の整備に引き続き取り組むと同時
に、新たな雇用関連法に基づく雇用環境整
備に取り組む。 

（1）労働時間に関する取り組みについては、
継続的な取り組みが必要であり、労働者の
健康確保に関連するインターバル規制を始
め、従来からの取り組み課題について引き
続き取り組む。 

（2）65歳までの希望者全員を対象とする高年
齢者雇用制度について、無年金期間の長
期化にも配慮して制度整備をはかる。 

（3）有期雇用契約における無期転換制度を踏
まえ、若年者雇用の確保を含む中途採用者
の処遇等の検討に取り組む。また未組織の
非正規雇用労働者に対して、労働組合とし
て関わる取り組みを強める。 

（4）若年者雇用促進法、女性活躍推進法につ
いて、法の趣旨に沿った雇用環境整備に取
り組む。 

6．企業状況から要求提出を断念せざるを得な
いと判断される単組については、現状分析
と今後の対策について、地方JAMとも連携
しながら対応する。なお、その場合も企業内
最低賃金協定の取り組みは追求する。 

A．賃上げ要求の基本的考え方
(1)連合方針は、「「デフレからの

脱却」と「経済の好循環の実
現」をはかるためには、マクロ
の観点から雇用労働者の所
得を2％程度引き上げること
が必要」であり、「賃上げ要求
水準は、それぞれの産業全
体の「底上げ・底支え」「格差
是正」に寄与する取り組みを
強化する観点から2％程度を
基準」としている。この連合方
針を踏まえ、JAMは、賃金構
造維持分に加える、生活改
善、格差是正、賃金改善等
のための、月例賃金における
賃金水準の引上げ額につい
て、6,000円を基準とする。な
お、ここでは過年度消費者物
価上昇率に拠らず、賃金改
善に取り組む。 

(2)個別賃金要求に取り組む単
組は、「一人前労働者」の現行
カーブをベースとして確定し
た上で、賃金カーブ是正、ま
たはJAM一人前ミニマム基準
・標準労働者要求基準に基
づく格差是正分を要求する。

①個別賃金要求では、賃金の
絶対額水準を優先させて取
り組むものとする。 

②格差是正に取り組む場合
は、JAM一人前基準あるいは
標準労働者要求基準の30歳
または35歳の基準値との乖
離額を要求額とする。乖離額
が大きい場合は、複数年で
是正するものとし、計画年数
で割った額を要求額とする。

(3) JAM一人前ミニマム基準、標
準労働者要求基準は、従前
のものに加え、賃金全数調
査の地方集計に基づく基準
値の活用もはかる。 

特定最低賃金（産業別）との関係を重視
し、企業内最低賃金協定基準を次の通
りとする。 
(1)18歳以上企業内最低賃金協定を締

結していない単組では、18歳以上企
業内最低賃金協定の締結を目指す。
また、年齢別最低賃金協定を締結し
ていない単組では、標準労働者（一
人前労働者）の賃金カーブを基にし
た年齢別最低賃金協定の締結をは
かる。それらに加え、非正規労働者も
対象とする全従業員最低賃金協定の
締結を目指す。 

(2)法定最低賃金引き上げの動向を踏ま
え、800円未満協定額または法定最
低賃金との差が50円に満たない協定
額ついては、直ちに引き上げを要求
する。協定額決定基準は次の通りとす
る。 

①18歳正規労働者月例賃金を、所定労
働時間で割戻した時間額。 

②実在者がいない場合は、実態カーブ
より18歳正規労働者月例賃金の推計
値を用いる。 

③18歳未満の労働者に 対する適用
ルールについては別途定めるように
する。 

(3)年齢別最低賃金協定は、有期雇用
労働者の無期契約転換や中途採用
者の採用時賃金の最低規制として整
備が求められており、労働組合の個
別賃金の取り組みと併せ、30歳あるい
は35歳までの協定締結に取り組む。
年齢別最低賃金協定基準は次の通り
とする。 

①各年齢ポイントの協定額については、
35歳まで、一人前労働者賃金水準の
80％基準を原則とし、高卒初任者賃
金等を勘案して決定する。 

②同じ考え方によるJAM一人前ミニマム
に対する年齢別最低賃金協定額は
下の通り。 

家計における教育費、
住宅ローンをはじめと
する経常的な支出を
担う度合、将来に対す
る備え（貯蓄）など、一
時金の必要性に留意
し、生活防衛の観点か
ら、一時金水準の確保
・向上を目指し、要求
基 準 を 次 の 通 り と す
る。 
(1)年間5ヶ月基準また

は半期2.5ヶ月基準
の要求とする。 

(2)最低到達基準とし
て、年間4ヶ月また
は半期2ヶ月とする。
 

○非正規労働者に関する
取り組み 

(1)直雇用の有期雇用労働
者の処遇の改善につい
て、処遇の改善または
有期雇用契約に関する
「JAMの取り組み指針」
に基づく何らかの取り組
みを追求する。 

(2)派遣労働者について
は、法改正を踏まえた
「Guide Book 改正労
働関連法等の手引き」
に基づき、引き続き取り
組みを進める。 

(3)改正パート労働法への
対応について、2015年
労働協約取り組み方針
に基づき、引き続き取り
組みを進める。 

 ○男女間の賃金格差問題 
男女間の賃金格差問題につい
ては、｢男女間賃金格差問題に
関するまとめ｣に基づき、全組合
員の賃金実態の把握と分析を進
める中で、男女間賃金格差を是
正していく取り組みを、継続的に
進めていく。 

○労働時間に関する取り組み 
①男女を問わず育児・介護の
家族的責任を担いきれること
②賃金面でも仕事面でも残業
に依存しない体質を強化する
こと③女性と高齢者が働きや
すい職場環境の整備――が
社会的な要請となってきてお
り、これらの労働条件・雇用環
境整備は、企業の社会的評
価を高め、結果として「人材確
保」力にも大きな影響を及ぼ
すと思われる。ＪＡＭとしては、
2000時間を超える所定労働
時間の短縮も視野に入れて、
「労働時間に関する指針」に
沿った総実労働時間の短縮
に向けた取り組みを行う。 
また、特に、長時間労働に掛
かるメンタルヘルスの確保と
ワークライフバランスの実現に
向けて、インターバル規制の
導入について取り組む。 

若年雇用促進法、
女性活躍推進法に
基づく雇用環境整
備について、「Guide 
Book 改 正 労 働 関
連法等の手引き」に
基づき取り組みを進
める。 

○65歳までの希望者
全員の雇用・所得
確保について 

有効求人倍率が１を
超える人手不足感の
高まりを背景に、継
続雇用制度を始めと
する高齢者雇用のあ
り方に社会的な注目
が高まっている。本
人希望とのマッチン
グ、スキルや経験の
活かし方、組合員化
など、様々な課題が
あり、継続的な検討
が必要であるが、そ
の取り組みは、将来
の定年延長を視野に
入れながら、早急に
行うべきことである。
そうした観点から、こ
れを引き続き重点課
題とする。 
(1)高年齢者雇用安

定 法 改 正 法 に 基
づく、65歳までの
雇用・所得確保に
ついて「65歳まで
の雇用・所得確保
に向けた指針」に
基づく取り組みを
進める。 

(2)無年金に対応する
65歳までの希望者
全員の雇用確保に
ついて、労働協約
に明記する。 

(3)高年齢者雇用に
おける賃金のあり
方については、そ
の将来像も含め、
労使で検討する場
を設ける。 

(4)2013 年 以 来 の 60
歳 以 降 無 年 金 期
間 の 発 生 に 際 し
て、この間に継続
雇 用 者 の 賃 金 改
定を行っていない
場合は、無年金期
間の長期化を勘案
して、継続雇用期
間の処遇改善に取
り組む 

２月23日 ３月15日 
～16日 

 

B．個別賃金要求基準 
(1) JAM一人前ミニマム基準 
賃金全数調査における１８歳実態値の上昇を踏まえ、従来の156,000円を159,000円に引き上

げる。これに伴い30歳未満の各年齢ポイントの設定額も引き上げる。 
 
 
 
 

(2)標準労働者の要求水準 
 
 

【参考】上記標準者要求基準よりも高い基準として、金属労協の以下の基準を到達目標として
活用する。 

金属労協【基幹労働者（技能職35歳相当）の「あるべき水準」】 
＊目標基準：各産業を代表する企業の組合が目指すべき水準   基本賃金 338,000円以上
＊到達基準：全組合が到達すべき水準                  基本賃金 310,000円以上
＊最低基準：全組合が最低確保すべき水準         到達基準の80％程度（24.8万円程度）

※基本賃金は、所定内賃金から通勤交通費、地域手当、出向手当、生活関連手当(家族手
当･住宅手当等)等を除いた賃金。 

※目標基準は、賃金構造基本統計調査、製造業、生産労働者、1,000人以上、第9十分位を参
考に算出。 

※到達基準は、賃金構造基本統計調査、製造業、生産労働者、1,000人以上、第3四分位を参
考に算出。 

 
C．平均賃上げ要求基準 
 平均賃上げ要求基準を10,500円とする。※ 
※賃金構造維持分が分からない単組における平均賃上げ要求基準 

 

        

18歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳

所定内賃金 159,000 172,500 206,250 240,000 270,000 295,000 315,000 335,000

高卒直入者
所定内賃金

30歳 35歳

260,000 305,000

18歳 25歳 30歳 35歳

159,000 165,000 192,000 216,000



 

 

 
共 
 

闘 
 

産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支え」

「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの

「最低到達水準」「到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組

織が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

金 

属 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

基 幹 労 連 

 

方針決定日 

２月９日 

Ⅰ.基本的な考え方 

１．「魅力ある労働条件づくり」と

「産業・企業の競争力強化」

の「好循環」の追求 

(1) 「好循環の追求」にむけた

「人への投資」 

日本経済を好循環に導く

ために、未組織労働者も含

めて同じ職域・職場で働く

者、同じグループや関連した

企業で働く者、各労使に関

わる働く者全ての雇用確保と

労働条件の底上げ・底支え

につながるアクションを起こ

すことで、社会的役割を果た

していかなければならない。 

また、生産年齢人口の減

少が本格化する中で、優秀

な人材を確保するために、

魅力ある労働条件により採

用力を高めていかなくてはな

らない。 

AP16春季取り組みでは、

継続的な賃金の引き上げに

よって魅力的な労働条件を

確立し、生活の安心、安定を

はかるとともに、働きがい、や

りがいを向上させ、企業の生

産性向上や、産業・企業のさ

らなる競争力の強化につな

げる「好循環」を追求する。

そのために、全ての組合で

「人への投資」に向けた積極

的な取り組みを展開する。 

(2) ワーク・ライフ・バランスの

実現をめざした「働き方改

革」 

超少子高齢化社会の中

で、家庭環境も多様化して

おり、育児や介護などに男

女ともに向き合い対応できる

仕組みづくりが求められてい

る。 

ワーク・ライフ・バランスを

実現し、安心して働き続ける

ことができる環境を構築する

ため、長時間労働の是正

や、年休取得（失効年休ゼ

ロ）促進、男女共同参画、両

立支援も含め、各企業労使

で「働き方改革」をより強力に

推し進める。 

  

１）定期昇給 

①制度的な定期昇給の実施

およびその確認、または定

期昇給相当分を確保する。 

②定期昇給制度未確立または

未整備な組合については、

制度化ないし整備に取り組

む。 

２）賃金改善 

○産別一体となって、2016年

度・2017年度の中で２年分

の賃金改善要求を行う。 

○要求額は、8,000円を基準と

する。 

○具体的には業種別部会のま

とまりを重視して要求を行う。 

○条件が整う組合は格差改善

にも積極的に取り組むものと

する。 

①企業内最低賃金協定の締

結と引き上げ 

○未協定組合は協定化 

○18歳最低賃金の水準は高

卒初任給に準じた水準を

めざし、JCM方針の159,000

円以上の金額または月額

2,000 円以 上の 引き上げ

で、各組合で設定し具体

的な対応をはかる。また、

月間の所定労働時間をふ

まえた時間額を協定に盛り

込む。 

○年齢別最低賃金は、中期

ビジョンで設定した水準を

めざす。具体的には18歳

の賃金を100として、20歳

＝105、25歳＝120、30歳

＝130、35歳＝140、40歳

＝150、45歳＝160を目標

に各組合で設定する。 

１）「金額」要求方式 

○生活を考慮した要素につい

ては、120万円ないし130万

円とする。成果を反映した

要素については、世間相場

の 動向などをふまえながら

40万円を基本に設定する。

２）「金額＋月数」要求方式 

○要求は、40万円＋4ヵ月を

基本とする。 

３）「月数」要求方式 

○要求は、5ヵ月を基本とす

る。 

４）業績連動型決定方式 

○業績連動型決定方式につ

いては、中期ビジョンの考え

方をふまえる。 

【働く者全ての雇用確保と労

働条件の底上げ・底支え】 

組合員はもとより、同じ企業・

グループに働く全ての労働

者の将来的な「安心・安定」

の確立に向けて、連合・JCM

の方針にもとづき取り組みを

展開していく。 

働く者全ての労働条件底上

げ・底支えは、「経済の好循

環」の中で個人消費の活性

化に向けて欠かすことができ

ず、労使の社会的な役割とし

て、労使認識を共有化すべく

取り組む。 

１）直接雇用の非正規労働者

については、組織化に向

けた取り組みを通年で推

進するとともに、ＡＰ春季取

り組み期間内においては、

労働条件の均等・均衡処

遇の観点から以下の取り

組みを進める。 

①ＡＰ春季取り組みにおける

賃金改善をふまえた改善

②労災通災付加補償におけ

る正社員同等の取り扱い

に向けた改善 

③福利厚生も含めた労働条

件の不合理な相違がない

ことの確認と必要な改善 

※労働契約法20条および

パートタイム労働法８条・９

条 

④無期転換や正社員化に関

するルールや運用の整備

※労働契約法18条 

等について、「労使話し合い

の場」や「別途申し入れ」も含

め、各組合の実態に応じて

対応可能な 方策で取り組

む。 

２）派遣労働者については、

2015年９月に再改正され

た労働者派遣法に沿った

対応を行う。（ 具体的に

は、産別としての取り組み

の留意点を 別途提示す

る。） 

３）産別本部、ならびに総合

組合、グループ親組合は、

働く者全ての雇用確保と

労働条件の底上げ・底支

えの観点からも経営要請

など積極的に行動を展開

する。 

左記に含む。60歳以降者の

取り組みについては「その

他」項目に記載 

ワーク・ライフ・バランス社会の実

現、ワークルールの取り組みに

含む 

【労働時間・休日・休暇】 
〇年間所定労働時間1,800

時間台の実現に向けて、
「休日増」等の取り組みに
ついて業種別部会毎の判
断に基づき要求を設定す
る。 

〇2016年より、国民の祝日
（山の日：８月11日）が施
行されることから、各労使
協定の内容に沿って必要
な対応をはかる。 

〇年次有給休暇について
は、初年度付与を20日以
上とすることとし、付与日
数の増加をはかる。 

【諸割増率】 
〇時間外・休日勤務割増率

は、個別組合の実情をふま
えつつ、以下の内容・水準
を基本に要求を設定する。 

〇割増率の算定に関わる時
間管理については、所定
労働時間を算定基礎とし
て法定休日も含めた所定
外労働時間を積み上げる
方式とする。 

１）所定休日も含めた休日労
働割増率 40％への到達
をはかる。 

２）特別条項における努力義
務への対応として、１ヵ月
45時間を超える時間外労
働割増率30％への到達を
はかる。 

３）１ヵ月60時間を超える時間
外労働割増率50％以上に
未到達の組合は、早期到
達をはかる 

【ワーク･ライフ･バランス】 
〇中期ビジョンに従い、年間

総実労働時間1,800時間
台の実現をめざす。 

１）長時間労働の是正に向け
て、「労使話し合いの場」
が未整備の組合は設置を
行う。 

２）設置済みの組合は、年間
総実労働時間縮減に向け
た必要な取り組みを推進
する。取り組み内容につ
いては、業種別もしくは個
別組合の状況に則して改
善を行うこととするが、「所
定外労働の適正化」「有給
休暇取得率の向上（失効
年休ゼロ等）」について、
実現に向けた取り組み内
容を労使で認識共有した
上で行う。 

３）ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けて、部会ごとの
判 断 に 基 づ き ま と ま り を
持った要求を設定する。取
り組みの観点として、育児
や介護、男女共同参画、
家庭や地域への参画、メ
ンタル面も含めた心身のリ
フレッシュなど、様々な角
度から検討する。 

【労働法制への対応】 

〇コンプライアンス

の観点、安心して

働くことができる

社会の構築にむ

けた労使の社会

的責務の観点か

ら各種の 法改正

に 対 し て 適 切 に

取り組む。 

 

 

【退職金】 

中期ビジョンでガイド

ラ イ ン と し て 定 め た

2,200万円（60歳・勤

続42年／高卒技能

労働者）に向けて取

り組む。 

【労災通災付加補償】

１）労働災害付加補

償は、死亡弔慰金

3,400万円への到

達をはかる。 

２）通勤途上災害補

償は、労働災害付

加補償の1/2であ

る1,700 万 円 へ の

到達をはかる。 

３）障害等級１級以下

については、総合

水準への到達をは

かる。 

【「60歳以降の安定

雇用」確保】 

１）60歳以降の安定

雇用確保に向けた

これまでの取り組

み経過もふまえ、

引き続き「クリアす

べきハードルの考

え方」に沿って、必

要な処遇改善を行

う。 

２）賃金改善につい

ては、60歳以前者

のＡＰ取り組み成

果が適切に反映さ

れるよう取り組む。

３）公的年金支給年

齢の引き上げなど

をふまえた、今後

の 60 歳 以 降 の 労

働条件や各種制

度のあり方の検討

に向けて、労使で

共通認識をはかる

とともに必要な対

応に取り組む。 

【産業政策、政策・制

度への取り組み】 

各種の産業政策課

題、政策・制度課題

に対しては、連合やＪ

ＣＭとの連携を強化

す る と と も に 、 国 政

フォーラム議員との

連携をはかりながら

省庁要請等を機動

的に配置することで、

適時適切にその解

決 に 向 け て 取 り 組

む。 

２月12日 ３月16日 

        



 

 

 
共 
 

闘 
 

産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支え」

「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの

「最低到達水準」「到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組

織が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍
推進法、改正男女機会均等法、等）

（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

金 

属 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

全 電 線 
 

方針決定日 

１月29日 

（金） 

○2016年春季闘争について
は、経済・社会や産業・企
業実態等のとりまく環境を
踏まえるなかで、「労働者の
雇用の安定・確保と生活の
維持・向上」を基本に、『総
合生活改善闘争』と位置づ
け、「2015年度運動方針補
強」に基づき取り組む。具
体的には連合・金属労協
(JCM)方針を踏まえ、世間
動向や産業実態等を十分
勘案し、「雇用の維持・確
保」「賃金」「年間一時金」
「退職金引き上げ」「ワーク・
ライフ・バランスの実現」「60
歳以降の雇用確保」「労働
諸条件および働く環境の改
善」「生活環境の改善と産
業政策の実現」など、全電
線の主体性のもとに進め
る。 

 

○「定期昇給をはじめとする賃
金構造維持分の 確保」 を
図ったうえで、賃金引き上げ
に取り組む。 

・ 35 歳 標 準 労 働 者 賃 金 で
3,000円以上を個別賃金方
式で要求する。個別賃金方
式が困難である単組につい
ては、平均賃金方式で3,000
円以上を要求する。 

・基幹労働者(技能職35歳相
当)の「あるべき水準」 
目標基準：めざすべき水準； 
338,000円以上 
到達基準：到達すべき水準； 
310,000円以上 

・賃金構造維持分が制度上で
確保されていない単組は、
賃金カ ー ブ 維持分と して
4,500円を要求する。また、
産業・規模間格差是正に向
けては、連合「中小共闘」に
おける取り組みを踏まえ、賃
金水準の低下や賃金格差、
賃金のひずみの是正を図る
ことをめざし、賃金カーブ維
持 分 の 4,500 円 を 含 め 、
7,500円以上を目安に賃金
引き上げを要求する。 

 

○初任給 
・18歳 高卒正規入社 初任
給に取り組む。 

○企業内最低賃金 
・18歳の位置づけで協定化
を図る。 

・到達闘争として159,000円
以上に引き上げる。もしく
は、実態に応じて底上げを
図る観点から2,000円以上
の引き上げに取り組む。 

・「JCミニマム(35歳)210,000
円」の取り組みを推進す
る。 

 

○要求基準は、「生活保障部
分（固定部分）」と「成果反
映部分（変動部分）」を併
せて5ヵ月中心とする。 

○産別ミニマム基準は「平均
原資年間4ヵ月」とする。 

○「改正労働者派遣法」「改
正労働契約法」を踏まえる
とともに、同じ職場の働く仲
間として、雇用の安定と職
場の安全確保、公正な労
働条件の確保、および受け
入れ時の対応など、労使協
議の充実を図る。 

 ○男女共同参画の推進 
・「女性活躍推進法」に基づく、
女性の活躍に関する行動計画
については、努力義務となる企
業規模300人以下の単組につ
いても、策定されるよう、取り組
みを進める。 

 

○労働時間短縮 
・年間総実労働時間到達目
標1,800時間の達成に向け
て、積極的に取り組む。 

・労働時間の管理・徹底 
・長時間労働是正・時間外労
働の削減 

○次世代育成支援 
・「次世代育成支援対策推進
法」への対応については、
引き続き行動計画における
実施状況のフォローを行う。 

○育児・介護への対応 
・「育児・介護休業法」の改正
主旨を踏まえ、協定締結を
行なう際には、すべての労
働者が制度の対象となるよ
う活用促進に向けた実効性
ある取り組みを行う。 

 

○長時間労働是正
・時間外労働の削減 
・長時間労働の抑制
による働き過ぎ防
止対策の徹底とし
て、時間外労働80
時間超過者のリスト
アップによる管理と
是正等、実効性の
ある取り組みに向
けて労使委員会や
安全衛生委員会等
で協議を進める。 

 

○退職金 
・到達方式による取
り組みとし、「勤続
42年・60歳」の到達
水準を新たな水準
とした取り組みに向
け、標準者モデル
や現行水準の確認
などの準備も含め
進める。 

○60歳以降の雇用
確保 

・「改正 高年齢者雇
用安定法」「全電線 
中 期 基 本 政 策 」
「2010～2011年度
政策委員会検討結
果」を踏まえ、就労
希望者全員の雇用
確保を基本に、労
働者の立場に立っ
た労働条件の向上
に向け、現行制度
の内容整備・実施
状況の点検など、
春闘期間中も含め
各単組の実態に即
し取り組む。 

 

2月23日 
（火） 

3月16日 
（水） 

 全造船機械 
 

方針決定日 

1月30,31日 
 

すべての労働者の雇用と生
活の安定・権利の向上と併
せ産業の安定的・平和的発
展の推進を目指します。 

①個別賃金要求の単組・30歳
勤務12年（生産労働者）=基
本給246,000円（所定内賃
金275,000円） 

②平均賃上げ要求の単組・
10,500円（定昇＋ベア） 

 

①企業寧最低賃金（月内
156,000 円、日額6,750 円、
時間額850円。15歳以上の
すべての労働者に適用②年
齢 別 最 低 賃 金 （ 20 歳 ＝
157,500 円 、 25 歳 =173,500
円、30歳＝189,500円、35歳
＝ 205,500 円 、 40 才 ＝
221,500 円 、 45 歳 =237,500
円、50歳=265,000円       
 

夏・冬同時要求とし、それぞ
れ新所定内賃金の3カ月 
 

①企業の社会的責任並びに
法令遵守の観点から「偽
装請負」の防止・解消をめ
ざす。 

②短期間勤務（パート）労働
者を始め、直接雇用関係
にある労働者の労働条件
は正規雇用労働者並みと
するよう取り組みます。 

 

・ 非正規雇用労働者の時
間単位は1,000円を目標
に取り組みます。また、
パート・アルバイトなどの
労働者の賃金引き上げ
は時給ベースで「37円」
以上要求します。 

 

「ワークライフ・バランスの実現」
の中で取り組みます。 
 

・年間所定労働時間の1,800
時間台の達成を目指し、同
2,000時間を超える分会は、
1,900時間以内とする。 

・時間外50％、早出（午前5
時まで）125％、同（午前5時
以降）75％、休日・深夜100
％を目指します。 

雇用形態によって生
じる不平等を規制に
よって是正します。 

①じん肺・石綿疾患
企業補償の確立
並びに改定 

②労災企業補償の
産業別 水準への
達成 

③14秋闘の継続要
求 

④外部積み立て の
実施などによる退
職金原資の確保 

2月19日 3月16日 

 


